
国連人権＜自由権＞規約委員会
～第5回政府報告書審査を受けて～

自由人権協会大阪・兵庫支部
自由人権協会大阪・兵庫支部会員による勉強会

2008年10月15日、16日、ジュネーヴの国連欧州本部で、
国連＜自由権＞規約委員会による自由権規約の実施状況に
関する、第５回政府報告審査が行われた。
自由権規約の締約国は、規約の国内実施状況に関する報告
書の提出が義務付けられている。日本は第５回の報告書提
出が2002年10月であったが、実際の提出が2006年12月と
遅れたため、昨年10月15日、16日に１０年ぶりの審査を受
けることとなった。
日弁連ではこの日本政府報告審査に備え、カウンターレポ
ートを作成して国連に提出し、当日の審査に16人の代表団
を派遣した。当支部では日本における国連人権＜自由権＞
規約委員会についての理解を深めるため、日弁連の代表団
の一人、武村二三夫氏に報告していただくこととした。
皆様、ぜひご参加ください。

日時：2008年1月24日（土)
14時30分～16時30分

場所：堺筋共同法律事務所
（以下のお問合せ先参照）

講師：武村二三夫氏
（大阪弁護士会弁護士）

〒 530-0047 大阪市北区西天満1-10-8
西天満第 11 松屋ビル308
堺筋共同法律事務所気付

社団法人自由人権協会大阪・兵庫

◆ http://www.ki.rim.or.jp/~jclu_oh
◆ E-mail : jclu_oh@ki.rim.or.jp
◆ Tel : 06-6364-3051 / Fax ：06-6364-3054


